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当事業年度の事業の状況

事業報告（2025年4月1日から2026年3月31日まで）

1．企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当社グループは、「流通価値の創造を通じて人々の健康と社会の発展に貢献します。」

という経営理念に基づき、『医療と健康、美』の事業フィールドにおいて、「医療用医薬
品等卸売事業」「化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業」「動物用医薬品・食品加工原
材料卸売等関連事業」を展開しています。医療用医薬品、医療機器、臨床検査試薬、日用
品、化粧品、食品加工原材料など、いずれも人々の生命や健やかな暮らしを支えるために
欠かせない商品を取り扱っており、平時・有事を問わず、止まることなくお届けできる物
流機能と流通ネットワークの構築は、社会インフラを担う企業として重要な責務であると
認識しています。この基本姿勢のもと、当社グループではＢＣＰ（事業継続計画）を策定
するとともに、さらなる物流プラットフォームの進化に取り組んでいます。

当社グループでは、経営理念の実現に向けて2027年３月期を最終年度とする「２０２
７メディパル中期ビジョン Change the 卸 Forever ～たゆまぬ変革を～」（以下、「本
中期ビジョン」）を策定しています。本中期ビジョンでは、人材戦略・財務戦略を基盤と
し、事業ポートフォリオのシフトとパートナーとの協働によって、５つの成長戦略である
「海外への進出」「予防・未病、アグロ・フーズ領域の事業拡大」「デジタルを活用した
ビジネス基盤の強化」「持続可能な流通の構築」「地域医療における価値共創」を展開
し、新たな社会価値・顧客価値の創造とグループの持続的成長を目指しています。

これらの戦略に沿って、当期においては、海外進出に向けた取り組みとして、当社はＪ
ＣＲファーマ株式会社（兵庫県芦屋市、以下、「ＪＣＲ」）との協働による超希少疾患領
域での新薬のグローバル展開に向けた研究開発を進めています。この一環として、ＪＣＲ
が創製したムコ多糖症IIIB型に対する治療薬（JR-446）について、2025年５月には、米
国食品医薬品局（ＦＤＡ）より、また、同年６月には欧州委員会（ＥＣ）よりオーファン
ドラッグ指定を受け、加えて同年９月には厚生労働省による希少疾病用医薬品指定を受
け、重要なマイルストンを達成しました。さらに、同年８月にはＪＣＲが開発中のライソ
ゾーム病の一種であるＧＭ２ガングリオシドーシスを対象疾患とする治療薬候補
（JR-479）について、海外における事業化に関する実施許諾契約及び日本における共同
開発・商業化契約を締結しました。

2026年１月には、ＭＰアグロ株式会社（北海道北広島市、以下、「ＭＰアグロ」）が
動物病院向けの電子商取引（ＥＣ）事業を展開するシグニ株式会社（東京都江東区、以
下、「シグニ」）の全株式を保有するシグニホールディングス株式会社（東京都中央区、
以下、「シグニＨＤ」）の全株式を取得しました。ＭＰアグロが全国の動物病院との取引
をカバーするシグニを完全子会社とすることで、両社の強みを生かしたシナジーを創出し
ます。これにより、全国の動物病院への販売を強化するとともにＥＣ販路を拡大し、アグ
ロ・フーズ領域のひとつであるコンパニオンアニマル※１関連商品の事業拡大を図っていま
す。
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当事業年度の事業の状況

加えて、当社グループは、MEDIPAL Innovation 投資事業有限責任組合を通じて国内
のベンチャー企業への投資を行い、収益基盤の拡大と企業価値の最大化を目指すととも
に、持続可能な経済社会の実現に貢献しています。

【用語解説】
※１ コンパニオンアニマルとは、伴侶動物とも表現され、日常生活の中で人とより密接な関係を保つような動物を指

しております。

ア．セグメント別の主な取組み

＜医療用医薬品等卸売事業＞
当社グループでは、メーカーと医療機関等をシームレスにつなぐとともに災害対策を施

した有事に強い物流センターとしてＡＬＣ※２を全国に開設し全国均質な物流サービス網を
構築しており、安定供給とともに新たな流通価値を創造しています。この取り組みの一環
として、2026年１月、株式会社メディセオ（東京都中央区、以下、「メディセオ」）
は、当社グループとして14か所目となる「東京ＡＬＣ（東京都江東区）」を稼働させまし
た。医薬品物流量の増加、将来の物流問題への対応、そして地震等の有事を見据えた事業
継続計画（ＢＣＰ）の強化を図るとともに、新たな都市型物流モデルとして、当社グルー
プ企業を入居させていくことで、複合型センターへと拡張させ、サプライチェーンの全体
最適化と事業基盤の強化を目指しています。また、株式会社メディスケット（埼玉県三郷
市、以下、「メディスケット」）は、2025年８月、医薬品物流におけるグローバル基準
でのさらに高いレベルでの物流品質向上に向けた重要な取り組みの一環として、品質マネ
ジメントシステムの国際規格である「ISO9001」の認証を関連事業所である９か所のＡ
ＬＣにおいて取得しました。「医療と健康、美」を支える国内最大級のヘルスケア物流プ
ラットフォームの構築に向けて着実に取り組んでいます。
【用語解説】
※２ ＡＬＣ（Area Logistics Center）とは、医療用医薬品や医療材料などを扱う高機能物流センターで、主に調剤薬

局、病院、診療所に商品を供給しております。
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＜化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業＞
2025年７月、株式会社ＰＡＬＴＡＣ（大阪市中央区、以下、「ＰＡＬＴＡＣ」）は、

持続可能な流通インフラの「共創」を目指し、株式会社あらた（東京都江東区、以下、
「あらた」）と、「非競争領域」における協働を推進することとし、その第１段階とし
て、西関東エリアにおける共同配送を開始しました。また、同年11月、ＰＡＬＴＡＣは、
あらた及び株式会社プラネット（東京都港区）と、化粧品、日用品などの一般消費財分野
における商品情報の一元管理を目的とした新会社、株式会社プロダクト・レジストリ・サ
ービス（東京都千代田区）を共同設立し、商品情報授受の効率化と業界全体の発展を目指
しています。さらに、2026年３月、ＰＡＬＴＡＣはヘルス＆ビューティーケア領域に特
化したBtoBマッチングサイト「Nice２meet」を開設しました。これまでアナログに依存
してきたメーカーと小売業の出会いのプロセスをオンライン化し、情報共有及び商談プロ
セスを効率化することで、既存の取引関係や地域・規模の制約を超えた新たな出会いと価
値創出を促進しています。

＜動物用医薬品・食品加工原材料卸売等関連事業＞
2026年１月、ＭＰアグロが動物病院向けの電子商取引（ＥＣ）事業を展開するシグニ

の全株式を保有するシグニＨＤの全株式を取得しました。ＭＰアグロが全国の動物病院と
の取引をカバーするシグニを完全子会社とすることで、両社の強みを生かしたシナジーを
創出します。これにより、全国の動物病院への販売を強化するとともにＥＣ販路を拡大
し、アグロ・フーズ領域のひとつであるコンパニオンアニマル関連商品の事業拡大を図っ
ています。また、ＭＰ五協フード＆ケミカル株式会社（大阪市北区、以下、「ＭＰ五協Ｆ
＆Ｃ」）は、健康志向の食品や機能性表示食品などお得意様や消費者の食へのニーズが多
様化する環境変化に対応し、食品加工原材料卸売等関連事業のさらなる発展に向けて、販
売体制の再構築を行い、経営資源の有効活用と全国規模の顧客基盤の強化を進めていま
す。
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当事業年度の業績の概況

(単位：百万円)
第116期

(2025年3月期)
第117期

(2026年3月期) 増減額 増減率

売上高 3,671,328 3,817,354 ＋146,026 ＋4.0％
売上総利益
（対売上高比率）

255,758
(6.97％)

260,987
(6.84％)

＋5,229
(△0.13pp)

＋2.0％

販売費及び一般管理費
（対売上高比率）

200,148
(5.45％)

207,804
(5.44％)

+7,655
(△0.01pp)

＋3.8％

　販売費及び一般管理費（下記①②を除く） 196,749 201,419 ＋4,670 ＋2.4％
　①事業投資費等 1,136 4,053 ＋2,916 ＋256.6％
　②のれん・無形資産償却費（*） 2,262 2,331 ＋68 ＋3.0％
営業利益
（対売上高比率）

55,609
(1.51％)

53,182
(1.39％)

△2,426
(△0.12pp)

△4.4％

　上記①②を除く営業利益 59,008 59,567 ＋558 ＋0.9％
経常利益 65,255 75,723 ＋10,468 ＋16.0％
特別損益 11,479 6,121 △5,357 △46.7％
税金等調整前当期純利益 76,734 81,844 ＋5,110 ＋6.7％
親会社株主に帰属する当期純利益 40,279 42,534 ＋2,254 ＋5.6％

イ．当期における業績の概況
　当期の連結業績は、以下のとおりとなりました。

（*）２０２７メディパル中期ビジョンに掲げた成長投資に伴い発生したのれん・無形資産償却費

〔売上高〕
売上高は、前期から1,460億26百万円(4.0％)増収の３兆8,173億54百万円となりました。
・医療用医薬品等卸売事業で958億64百万円(4.0％)の増収、化粧品・日用品、一般用医薬品
卸売事業で497億49百万円(4.2％)の増収、動物用医薬品・食品加工原材料卸売等関連事業
で４億67百万円(0.4％)の増収となり、全事業セグメントにおいて売上高は前期を上回りま
した。
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〔営業利益〕
営業利益は、前期から24億26百万円(4.4％)減益の531億82百万円となりました。
・売上総利益は、主として増収により、52億29百万円(2.0％)増益の2,609億87百万円とな
りました。売上高比率は前期(6.97％)を0.13ポイント下回り、6.84％となりました。
・販売費及び一般管理費は、医療用医薬品等卸売事業における事業投資費等の増加や、化粧
品・日用品、一般用医薬品卸売事業における人材投資や賃上げによる人件費単価の上昇な
どにより、前期から76億55百万円(3.8％)増加の2,078億４百万円となりました。売上高比
率は前期（5.45％）から0.01ポイント改善し、5.44％となりました。

〔経常利益〕
経常利益は、前期から104億68百万円(16.0％)増益の757億23百万円となりました。
・営業利益は前期から24億26百万円(4.4％)減益となりましたが、持分法による投資利益の
増加や投資事業組合運用益の計上等により、営業外損益が前期から128億94百万円増加し
たことで、経常利益は増益となりました。

〔親会社株主に帰属する当期純利益〕
親会社株主に帰属する当期純利益は、前期から22億54百万円(5.6％)増益の425億34百万円
となりました。
・投資有価証券売却益213億47百万円を特別利益に計上（前期から93億53百万円増加）し
た一方で、のれん償却額95億43百万円や医療用医薬品等卸売事業における物流業務等に関
する事業構造改善費用45億54百万円を特別損失に計上したことにより、特別損益は前期か
ら53億57百万円減少し、61億21百万円となりました。

－ 5 －
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医療用医薬品等卸売事業

医療用医薬品等卸売事業

売上高 営業利益

2兆4,661億円
（前期比4.0％増 ➡）　

242億92百万円
（前期比3.6％減➡ ）　　

【用語解説】 ※３ ＨＰＶワクチンのキャッチアップ接種とは、ＨＰＶワクチンの積極的な勧奨が中止されていた期間中に接種
の機会を逃した女性に対して、公費で提供するための制度であります。

※４ ウィメンズコーディネーターとは、女性診療科領域の専門知識を有するＡＲなどに付与した社内呼称であり
ます。

※５ ＲＤ－ＭＲ（Rare Disease MR）とは、希少疾病領域に特化したＡＲなどに付与した社内呼称であります。
※６ ＮＳ－ＭＲ（Neuro Science MR）とは、神経・精神疾患領域に特化したＡＲなどに付与した社内呼称であ

ります。
※７ＡＲ（Assist Representatives）とは、ＭＲ（Medical Representative）認定試験に合格したＭＳ（医薬品

卸売業の営業担当者）や薬剤師などに付与した社内呼称であります。

　医療用医薬品等卸売事業における事業環境は、薬価改定のマイナス影響や、新型コロナウイルス
感染症及び同感染症検査関連試薬の需要減少、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に関する国
からの助成制度廃止、ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）ワクチンのキャッチアップ接種※３期間終
了による市場の縮小があったものの、帯状疱疹ワクチンの定期接種化により市場が拡大したこと等
の影響を受け、医薬品市場全体は伸長しました。
　このような状況の中、メディセオを始めとする医薬事業各社においては、新たな価値創造を目指
し、地域医療コーディネーターとして、医療機関・調剤薬局・自治体等を「つなぐ」活動を展開し
ました。女性診療科領域を専門とする「ウィメンズコーディネーター※４」や希少疾患領域を専門と
する「ＲＤ－ＭＲ※５」、神経・精神疾患領域を専門とする「ＮＳ－ＭＲ※６」を始め、医薬品の専門
知識と機動性を有した営業担当者ＡＲ※７が、予防・診断・治療等の情報を総合的に提供し、疾患啓
発や潜在患者の発掘、専門医への橋渡しなどを行い、地域におけるヘルスケア課題の解決に向けて
取り組みました。
　また、社会全体における働き手不足や物流コスト上昇を含め業界を取り巻く環境が大きく変化す
る中、増加する物量に対して、ＡＬＣの物流機能を活用した、安全・安心・高機能な物流プラット
フォームの構築と、物流効率化によるコスト削減への取り組みを進めました。
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医療用医薬品等卸売事業

（単位：百万円）
第116期

(2025年3月期)
第117期

(2026年3月期) 増減額 増減率

売上高 2,370,245 2,466,109 ＋95,864 ＋4.0％
売上総利益

（対売上高比率）
150,387

(6.34％)
152,355

(6.18％)
＋1,968

(△0.17pp)
＋1.3％

販売費及び一般管理費
（対売上高比率）

125,180
(5.28％)

128,063
(5.19％)

＋2,883
(△0.09pp)

＋2.3％

　販売費及び一般管理費（下記①②を除く） 123,837 123,735 △102 △0.1％
　①事業投資費等 1,136 4,053 ＋2,916 ＋256.6％
　②のれん償却費（*） 206 275 ＋68 ＋33.3％
営業利益

（対売上高比率）
25,207
(1.06％)

24,292
(0.99％)

△915
(△0.08pp)

△3.6％

　上記①②を除く営業利益 26,550 28,620 ＋2,070 ＋7.8％
（*）２０２７メディパル中期ビジョンに掲げた成長投資に伴い発生したのれん償却費

〔売上高〕
売上高は、前期から958億64百万円(4.0％)増収の２兆4,661億９百万円となりました。
・新型コロナウイルス感染症関連商材の需要が減少したものの、医薬品市場の拡大、スペシャリテ

ィ医薬品の販売伸長、病院・調剤販路における販売拡大等により増収となりました。

〔営業利益〕
営業利益は、前期から９億15百万円(3.6％)減益の242億92百万円となりました。
・売上総利益は、主として増収により、前期から19億68百万円(1.3％)の増益となりました。一

方、薬価改定の影響等による仕入原価上昇や商品構成比の変化により、売上高比率は、前期
(6.34％)を0.17ポイント下回り、6.18％となりました。

・販売費及び一般管理費は、事業投資費等が増加したことで、前期から28億83百万円(2.3％)の増
加となりました。売上高比率は前期(5.28％)から0.09ポイント改善し、5.19％となりました。
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化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業

化粧品･日用品、一般用医薬品卸売事業

売上高 営業利益

1兆2,378億円
（前期比4.2％増 ➡）　

264億30百万円
（前期比5.6％減➡ ）　　

（単位：百万円）
第116期

(2025年3月期)
第117期

(2026年3月期) 増減額 増減率

売上高 1,188,097 1,237,846 ＋49,749 ＋4.2％
売上総利益
（対売上高比率）

88,982
(7.49％)

92,321
(7.46％)

＋3,338
(△0.03pp)

＋3.8％

販売費及び一般管理費
（対売上高比率）

60,973
(5.13％)

65,890
(5.32％)

＋4,916
(+0.19pp)

＋8.1％

営業利益
（対売上高比率）

28,008
(2.36％)

26,430
(2.14％)

△1,577
(△0.22pp)

△5.6％

化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業における事業環境は、外出需要の継続や健康意識の高ま
りに伴う需要拡大はあったものの、物価上昇を背景とした節約志向や物流費高騰などの影響を受け
る厳しい環境となりました。このような状況の中、積極的なデータ活用により、健康志向の高まり
や外出需要などの市場の変化を捉え、消費者ニーズの多様化に対応する新規商材の拡充など的確な
販売活動に努めました。
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化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業

〔売上高〕
売上高は、前期から497億49百万円(4.2％)増収の１兆2,378億46百万円となりました。
・物価上昇に伴う節約志向の影響を受けましたが、取引の拡大に加え、化粧品・日用品を中心に
付加価値の高い新規取扱商材の販売強化に努めるとともに、購買データを活用して健康志向の
高まりや外出需要の増加などに伴う購買行動の変化を的確に捉えた販売活動を展開しました。

〔営業利益〕
営業利益は、前期から15億77百万円(5.6％)減益の264億30百万円となりました。
・売上総利益は、物価上昇やドライバー不足を背景とするセンターフィー増加の影響を受けまし
たが、増収と付加価値の高い新規取扱商材の拡充に伴い、前期から33億38百万円(3.8％)の増
益となりました。売上高比率は前期(7.49％)から0.03ポイント下回り、7.46％となりました。
・販売費及び一般管理費は、人材への積極的な投資に加えて、庫内人件費や配送費の単価上昇に
伴う物流費の増加、また、物流キャパシティ確保を目的とした外部賃借センター稼働に伴う費
用の増加などにより、前期から49億16百万円(8.1％)増加となりました。売上高比率は前期
(5.13％)から0.19ポイント上昇し、5.32％になりました。
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動物用医薬品・食品加工原材料等卸売事業

動物用医薬品・食品加工原材料卸売等関連事業

売上高 営業利益

1,173億28百万円
（前期比0.4％増 ➡）　

23億25百万円
（前期比4.9％減➡ ）　　

（単位：百万円）
第116期

(2025年3月期)
第117期

(2026年3月期) 増減額 増減率

売上高 116,861 117,328 ＋467 ＋0.4％
売上総利益

（対売上高比率）
16,446

(14.07％)
16,369

(13.95％)
△76

(△0.12pp)
△0.5％

販売費及び一般管理費
（対売上高比率）

14,001
(11.98％)

14,044
(11.97％)

＋43
(△0.01pp)

＋0.3％

　販売費及び一般管理費（下記を除く） 11,945 11,988 ＋43 ＋0.4％
　のれん・無形資産償却費（*） 2,056 2,056 - -
営業利益

（対売上高比率）
2,444

(2.09％)
2,325

(1.98％)
△119

(△0.11pp)
△4.9％

　上記の償却費を除く営業利益 4,500 4,381 △119 △2.7％

　動物用医薬品等卸売事業における事業環境は、コンパニオンアニマル領域では、一部の商材がメ
ーカー直接販売となる商流変更による影響を受けました。畜水産領域では、円安の影響による飼
料・エネルギー価格など生産資材価格の高止まり等により、顧客の購買意欲が低下する厳しい環境
が続いています。このような状況の中、収益性の向上を目指し、新規メーカーとの取引開始及び自
社企画品を始めとした高利益品への注力ならびに大手お得意様との取引拡大に取り組みました。
　食品加工原材料卸売等関連事業における事業環境は、電子薬剤及び工業薬品関連の市場が好調に
推移しました。一方で、継続的な円安傾向により輸入品の原価高騰や利益圧迫の影響を受けまし
た。

（*）２０２７メディパル中期ビジョンに掲げた成長投資に伴い発生したのれん・無形資産償却費
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動物用医薬品・食品加工原材料等卸売事業

〔売上高〕
売上高は、前期から４億67百万円(0.4％)増収の1,173億28百万円となりました。
・動物用医薬品等卸売事業は、コンパニオンアニマル領域では、一部の商材がメーカー直接販売と

なる商流変更による影響を受けたものの、新製品の積極的な導入等により堅調に推移しました。
畜水産領域では、高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う関連商材の特需に加え、生産性向上に寄
与する機能性商材の販売拡大により堅調に推移しました。食品加工原材料卸売等関連事業は減収
となりましたが、当セグメント全体では増収となりました。

〔営業利益〕
営業利益は、前期から１億19百万円(4.9％)減益の23億25百万円となりました。
・売上総利益は、前期から76百万円(0.5％)の減益、売上高比率は、前期(14.07％)を0.12ポイン

ト下回り、13.95％となりました。動物用医薬品等卸売事業においては、コンパニオンアニマル
領域を中心に自社企画品の販売等への積極的な取り組みや販売価格の見直しを行ったものの、畜
水産領域における価格交渉激化の影響がありました。食品加工原材料卸売等関連事業において
は、電子薬剤分野が好調に推移しましたが、食品領域における為替影響による原価高騰の影響が
ありました。

・販売費及び一般管理費は、動物用医薬品等卸売事業における物流費や、食品加工原材料卸売等関
連事業における人件費等が減少したものの、株式取得関連費用を計上したことにより、前期から
43百万円(0.3％)の増加となりましたが、売上高比率については前期(11.98％)から0.01ポイン
ト改善し、11.97％となりました。

(注) セグメントの売上高には、セグメント間の内部売上高を含んでおります。
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当事業年度の事業の状況／続き、企業集団の財産及び損益の状況

②　設備投資の状況
　当社グループの設備投資は、総額98億70百万円であり、主なものは、当社のシステ
ム投資などであります。

③　資金調達の状況
　当社グループにおいて、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と
総額1,845億円の当座貸越契約を締結しております。

区分
第114期

自 2022年4月
至 2023年3月

第115期
自 2023年4月
至 2024年3月

第116期
自 2024年4月
至 2025年3月

第117期
自 2025年4月
至 2026年3月

売上高 (百万円) 3,360,008 3,558,732 3,671,328 3,817,354

営業利益 (百万円) 48,972 47,330 55,609 53,182

経常利益 (百万円) 65,122 64,570 65,255 75,723

親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 38,806 41,474 40,279 42,534

1株当たり当期純利益 184円82銭 195円83銭 193円20銭 206円67銭

総資産 (百万円) 1,709,658 1,799,127 1,824,984 1,922,002

純資産 (百万円) 688,055 736,612 757,947 795,399

第114期
（2023年3月期）

3,360,008

第115期
（2024年3月期）

3,558,732

第116期
（2025年3月期）

3,671,328

第117期
（2026年3月期）

3,817,354
売上高 （単位：百万円）

第114期
（2023年3月期）

65,122

第115期
（2024年3月期）

64,570

第116期
（2025年3月期）

65,255

第117期
（2026年3月期）

75,723

経常利益 （単位：百万円）

第114期
（2023年3月期）

38,806

第115期
（2024年3月期）

41,474

第116期
（2025年3月期）

40,279

第117期
（2026年3月期）

42,534

親会社株主に帰属する
当期純利益

（単位：百万円）

(2) 企業集団の財産及び損益の状況

(注）第114期においては、企業結合に係る会計処理（取得原価の配分）を暫定的に実施しておりましたが、第
115期中において当該会計処理が確定しましたので、第114期に係る各数値を暫定値から確定値に置き換え
て表記しています。
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重要な親会社及び子会社の状況

会　社　名 資本金
（百万円）

当社の
議決権比率
（％）

主要な事業の内容

株式会社メディセオ 100 100.00
医療用医薬品、医療機器、医療材料、臨床検査試薬等
の販売（北海道、東北、関東、中部・北陸、近畿エリ
ア）

株式会社エバルス 1,510 100.00 医療用医薬品、医療機器、医療材料、臨床検査試薬等の販売（中国エリア）

株式会社アトル 500 100.00 医療用医薬品、医療機器、医療材料、臨床検査試薬等の販売（九州・沖縄エリア）

東七株式会社 30 100.00 医療用医薬品、医療機器、医療材料、臨床検査試薬等の販売（長崎県）
ＳＰＬｉｎｅ株式会社 100 100.00 スペシャリティ医薬品の流通企画
株式会社ＭＭコーポレーション 100 100.00 医療機器、医療材料等の販売
株式会社アステック 10 100.00 医療機器、医療材料等の販売
メディエ株式会社 14 100.00 医療材料データベースの構築、販売
株式会社プリメディカ 146 100.00 予防医療・最先端医療技術の研究開発
株式会社フローラディスカバリー 2 100.00 腸内細菌叢測定事業
株式会社エム・アイ・シー 10 100.00 医療事務業務の受託等
株式会社メディパル保険サービス 90 100.00 損害保険代理店業等
株式会社プレサスキューブ 157 66.00 保険薬局向け経営支援及びマーケティング支援

株式会社メディスケット 25 60.00 医薬品等の配送、検体集荷、その他ヘルスケア領域の物流受託等
株式会社ＰＡＬＴＡＣ 15,869 52.44 化粧品・日用品、一般用医薬品の販売
ＭＰアグロ株式会社 150 100.00 動物用医薬品、飼料添加物等の販売
シグニホールディングス株式会社 10 100.00 有価証券の保有
シグニ株式会社 50 100.00 動物用医療材料、器具等の企画販売

MP五協フード&ケミカル株式会社 200 100.00 食品加工原材料、食品素材・食品添加物及び化学製品材料等の製造、販売

(3) 重要な親会社及び子会社の状況（2026年3月31日現在）
①　親会社の状況
　該当事項はありません。
②　重要な子会社の状況

（注）1. 当社の連結子会社であるＭＰアグロ株式会社は、2026年1月30日にシグニホールディングス株式会社の全株式を取得し、同社を
当社の連結子会社といたしました。
また、同社の連結子会社であるシグニ株式会社も、同日付で当社の連結子会社としております。

２.当社の連結子会社である株式会社アトル及び株式会社ＭVCは、2025年4月1日を効力発生日として、株式会社アトルを存続会
社、株式会社ＭＶCを消滅会社とする吸収合併を行いました。

３.当社の連結子会社であった株式会社ファルフィールドは、2026年3月23日株主総会の決議により解散いたしました。
4. 当事業年度末日において特定完全子会社はありません。

－ 13 －



2026/05/21 21:18:11 / 25301825_株式会社メディパルホールディングス_招集通知

対処すべき課題

(単位：百万円)
2026年３月期

実績
2027年３月期

業績予想
対前年度
増減額

対前年度
増減率

売上高 3,817,354 3,944,000 ＋126,645 ＋3.3％
売上総利益

（対売上高比率）
260,987

(6.84％)
269,500

(6.83％)
＋8,512

(＋0.00pp)
＋3.3％

販売費及び一般管理費
（対売上高比率）

207,804
(5.44％)

214,500
(5.44％)

＋6,695
(△0.01pp)

＋3.2％

営業利益
（対売上高比率）

53,182
(1.39％)

55,000
(1.39％)

＋1,817
(＋0.00pp)

＋3.4％

経常利益 75,723 71,500 △4,223 △5.6％
特別損益 6,121 △329 △6,451 ―
税金等調整前当期純利益 81,844 71,170 △10,674 △13.0％
親会社株主に帰属する当期純利益 42,534 39,000 △3,534 △8.3％

(4) 対処すべき課題

　当社グループは、2027年３月期を最終年度とする「２０２７メディパル中期ビジョン 
Change the 卸 Forever～たゆまぬ変革を～」及びサステナビリティ方針に沿った取り組
みを、各事業において推進してまいります。

第118期（2027年３月期）の連結業績予想は以下のとおりです。

　医療用医薬品等卸売事業の事業環境につきましては、医療の高度化等に伴う医薬品の厳格
な品質管理と迅速かつ安定的な供給がますます重視されてきています。この環境下で医薬品
卸売企業に対しては、サプライチェーン全体の最適化を実現する流通ネットワークの構築
や、医療関係者との間での適時・適切な情報の収集・提供活動が求められています。また、
薬価改定が毎年行われるようになり、医療用医薬品市場の大きな成長が見込めなくなってい
ることを踏まえ、顧客ニーズの変化に応じた新しいサービスや製品の提供などビジネスの創
出も重要になっています。
　このような状況の中、2027年３月期においては、当社グループ独自の機能である「ＡＬ
Ｃ」と「ＡＲ」という「２つのＡ」を活用し、当社グループがお得意様とメーカーをデータ
でつなぐ新たなサプライチェーンを実現することで、新しい時代の流通価値を提供し収益基
盤の強化に努めていきます。
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対処すべき課題

　ＡＬＣを通じては、医療用医薬品等の安定供給を継続するとともに、高機能な物流機能を
生かし、お得意様の在庫管理や発注業務を軽減することで、双方の生産性向上に貢献してい
きます。また、メディスケットを通じ、医薬品・検査資材等の供給と臨床・治験・研究等の
検体の集荷を最適化するシェアリングロジスティクスの基盤を整備することに加え、ＧＤＰ
ガイドライン※８に準拠した高品質な物流サービスを提供していきます。さらには、今後、外
部企業からの物流受託を行うことで新しい収益機会の創造にも取り組んでいきます。
　ＡＲについては、現在、約2,000名が医療関係者への総合的な情報提供活動や地域におけ
るヘルスケア課題の解決に向けた営業活動を展開しています。これらの機能に対する医薬品
メーカーやバイオベンチャーからの需要や期待は年々高まっており、引き続きパートナーシ
ップ機会の探索を推進していきます。

　化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業につきましては、緩やかな所得環境の改善が見込
まれるものの、物価上昇や地政学リスクが続く中で、節約志向は依然として強く、個人消費
の先行きは不透明な状況が継続すると予想しています。
　このような状況の中、生活者の多様なニーズを的確に捉えた高付加価値商材の開拓や、国
内外メーカーとの協働によるブランド育成を進めていきます。また、人手不足などによる物
流費上昇への対応として、共同配送の推進や物流センターの生産性向上を図るなど、持続可
能な流通インフラの構築に取り組んでいきます。さらに、商品・物流・需給に関するデータ
の可視化・連携を進め、データでサプライチェーンをつなぐことで、全体最適と効率化を通
じた持続的な価値創造を目指していきます。

　動物用医薬品・食品加工原材料卸売等関連事業の動物用医薬品につきましては、飼料・エ
ネルギー価格など生産資材価格の高止まりや、一部の商材がメーカー直接販売となる商流変
更により厳しい市場環境が見込まれます。このような状況の中、畜水産市場では引き続き、
生産性向上に寄与する製品などの販売強化、また、コンパニオンアニマル向け市場ではシグ
ニ株式会社とのシナジーの創出による全国の動物病院への販売強化やＥＣ販路の拡大、自社
企画品の販売拡大に取り組んでいきます。
　食品加工原材料卸売等関連事業につきましては、地政学リスクの継続、国内人口の減少や
少子高齢化を始め、原料価格の高騰等による厳しい市場環境が引き続き見込まれます。一方
で、食の安全・健康志向に関する意識の高まり、消費者ニーズの多様化により、新たな需要
が生まれるなど事業環境は常に変化しています。このような状況の中、ＭＰ五協フード＆ケ
ミカル株式会社が主力とする多糖類※９を軸に国内外で食品素材分野での販売を強化し、ま
た、化成品分野では、半導体市場向けの電子薬剤事業の拡大を加速させるための継続的な投
資を実施し、持続的な収益拡大を図っていきます。
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対処すべき課題

　これらに加え、グループの持続的成長に向けて、５つの成長戦略である「海外への進出」
「予防・未病、アグロ・フーズ領域の事業拡大」「デジタルを活用したビジネス基盤の強
化」「持続可能な流通の構築」「地域医療における価値共創」への積極的な投資を引き続き
行っていきます。
　この結果、2027年３月期の連結業績予想につきましては、売上高3兆9,440億円（2026
年３月期（以下、「当期」)比3.3％増）、営業利益550億円（当期比3.4％増）、経常利益
715億円（当期比5.6％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は390億円（当期比8.3％
減）を見込んでいます。

　なお、当社は、社会全体における働き手不足や物流コストの上昇、小売業界の再編といっ
た構造的な環境変化が加速している中で、上場子会社である株式会社ＰＡＬＴＡＣとの親子
上場を解消し、両社の経営資源を一体的に活用することにより、①取引先及び生活者へのソ
リューション提供力の強化、②次世代物流モデルの構築と提供領域の拡大、③データに基づ
く事業運営の高度化、④人材交流を通じた人材基盤の強化といったシナジー創出を目指すた
め、当社は、2026年５月11日開催の取締役会において、同社を完全子会社とすることを目
的として、同社の普通株式を対象とする公開買付けを実施することを決議いたしました。

【用語解説】
※８ ＧＤＰガイドラインとは、医薬品の適正流通（Good Distribution Practice）の指針であり、流通経路（仕入・保

管・供給）の管理が保証され、医薬品の完全性が保持されるための手法、さらに、偽造医薬品の正規流通経路への
流入を防止するための適切な手法を定めたものであります。

※９ 多糖類とは、グルコースやマンノース等の単糖が長くつながったものの総称で、広義では10個以上の単糖が結合す
ることで構成されている炭水化物を指しております。たれ・ソース・ドレッシング・佃煮・ゼリー・プリン・アイ
スクリームなどの加工食品にユニークな食感を付与し、作り立ての状態を保持するなどの機能を有するとともに、
嚥下困難者向けの食品にも活用されております。また、近年では、化粧品など食品以外の商品にも用いられており
ます。
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対処すべき課題

【ご参考】

ア．経営の基本方針
　当社グループは、「流通価値の創造を通じて人々の健康と社会の発展に貢献します。」の
経営理念に基づき事業活動を行っています。
　また、「ありたい姿」として「『医療と健康、美』を広げ、支え、つなぐ 健康応援オー
ケストラ」を掲げ、「医療と健康、美」の事業フィールドで社会価値、顧客価値を創造する
事業を「広げ」、強固な流通インフラで「支え」、また、様々な分野のパートナーが持つ価
値を「つなぐ」ことで、誰もが心身ともに健やかに暮らせる社会の実現と、企業価値の向上
を目指しています。

イ．サステナビリティ経営の推進
　当社グループは、持続可能な社会の実現と企業価値の向上の両立を目指すため、サステナ
ビリティ方針「未来へつなごう『元気と、かがやき』」に基づき、サステナビリティ経営を
推進しています。経営理念に基づく事業活動やＳＤＧｓを始めとした社会課題との関連性を
整理し、その解決と当社グループの持続的な成長を両立させるための重要課題（マテリアリ
ティ）として、「持続可能な『医療と健康、美』の流通」、「新たな価値創造による収益性
の向上」、「未来を担う人材の育成」、「ダイバーシティ＆インクルージョンの推進」、
「脱炭素への取組み」、「健全で透明性の高い企業経営」の６項目を特定、達成目標を設定
し着実に進めています。また、健全で透明性の高い企業経営のため、グループコンプライア
ンスの強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実に取り組んでいます。

ウ．２０２７メディパル中期ビジョンの概要
　当社グループは、経営理念の実現に向けて、「２０２７メディパル中期ビジョン Change 
the 卸 Forever～たゆまぬ変革を～」に沿った取組みを展開しています。
　５つの成長戦略を「事業ポートフォリオのシフト」と「パートナーとの協働」により展開
します。成長戦略は人材戦略・財務戦略を基盤としており、戦略の実行を通じて社会価値・
顧客価値を創造し、当社グループの持続的成長を目指します。
　詳細は、当社ウェブサイトをご参照ください。
　（https://ssl4.eir-parts.net/doc/7459/ir_material2/193993/00.pdf）
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主要な事業内容、主要な拠点

事業区分 主要取扱品等

医療用医薬品等卸売事業 医療用医薬品、医療機器、臨床検査試薬

化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業 化粧品、日用品、一般用医薬品

動物用医薬品・食品加工原材料卸売等関連事業 動物用医薬品、食品加工原材料、食品素材・食品添加
物、化学製品材料

(5) 主要な事業内容（2026年3月31日現在）
　当社グループは、当社を中核として、医薬品、化粧品・日用品等の販売やサービスの提供を
主とする事業活動を展開しております。各事業の内容は以下のとおりであります。

(6) 主要な拠点（2026年3月31日現在）
　当社グループの主要な拠点は、全国で合計575拠点となっております。

株式会社ＰＡＬＴＡＣ
ＭＰ五協フード＆ケミカル株式会社

ＭＰアグロ株式会社

本社所在地

九州・沖縄 98拠点

中国 60拠点

株式会社メディパル保険サービス

北海道 18拠点

中部・北陸 77拠点

東北 56拠点

関東 158拠点

株式会社アステック
株式会社メディスケット

株式会社エバルス

株式会社アトル

東七株式会社

近畿 98拠点四国 10拠点

株式会社メディパルホールディングス
株式会社メディセオ
ＳＰＬｉｎｅ株式会社
株式会社ＭＭコーポレーション
メディエ株式会社
株式会社プリメディカ
株式会社フローラディスカバリー
株式会社エム・アイ・シー
株式会社プレサスキューブ
シグニホールディングス株式会社
シグニ株式会社

(注) 上記拠点数は、営業拠点及び物流拠点を算定したものであり、同一住所に複数の拠点がある場合は、１拠点として算定しております。
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従業員の状況、主要な借入先の状況

事業区分 従業員数 前期末比増減

医療用医薬品等卸売事業 9,667 [5,107]名 169名減 [2名減]

化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業 2,363 [5,856]名 80名増 [282名増]

動物用医薬品・食品加工原材料卸売等関連事業 796 [97]名 50名増 [24名減]

全社（共通） 198 [12]名 2名増 [ー]

合　　計 13,024 [11,072]名 37名減 [256名増]

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

186名 1名増 49.0歳 20.1年

(7) 従業員の状況（2026年3月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

（注）1. 従業員数は就業人員数であります。
2. 上記従業員数の中に、使用人兼務取締役は含んでおりません。
3. 臨時雇用者数は当連結会計年度の平均人員数であり、[　]内に外数で記載しております。
なお臨時雇用者数には、パートタイマー、派遣社員を含んでおります。

4. 全社（共通）として記載されている従業員数は、持株会社である当社の従業員数であります。

②　当社の従業員の状況

（注）1. 従業員数は就業人員数であります。
2. 上記従業員数の中に、使用人兼務取締役は含んでおりません。
3. 上記従業員数の中に、執行役員12名は含んでおりません。
4. 上記平均勤続年数の算定にあたり、受入出向者については、出向元と当社での勤続年数を通算しております。
5. 持株会社である当社の従業員数は、上記①の「全社（共通）」として記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2026年3月31日現在）
　　該当事項はありません。
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株式の状況、新株予約権等の状況

　①　発行可能株式総数 900,000,000株
　②　発行済株式の総数 215,975,042株
　③　株主数 11,165名

2．会社の現況
(1) 株式の状況（2026年3月31日現在）

　④　大株主（上位10名）

株  主  名 所有株式数（千株） 持株比率（％）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 30,142 14.73
ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ． （ＡＶＦＣ） ＲＥ ＳＩＬＣＨＥＳＴＥＲ 
ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＶＥＳＴＯＲＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 
ＶＡＬＵＥ ＥＱＵＩＴＹ ＴＲＵＳＴ
（常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サー
ビシズ・オペレーションズ部）

10,130 4.95

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 8,665 4.23
ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５００１
（常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部） 5,834 2.85

ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ． （ＡＶＦＣ） ＲＥ Ｕ．Ｓ． 
ＴＡＸ ＥＸＥＭＰＴＥＤ ＰＥＮＳＩＯＮ ＦＵＮＤＳ
（常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サー
ビシズ・オペレーションズ部）

5,793 2.83

小林製薬株式会社 5,074 2.48
ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ． （ＡＶＦＣ） ＲＥ ＮＯＮ
ＴＲＥＡＴＹ ＣＬＩＥＮＴＳ ＡＣＣＯＵＮＴ
（常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サー
ビシズ・オペレーションズ部）

4,310 2.11

MＰグループメディセオ従業員持株会 3,778 1.85
ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ） ＲＥ ＩＥＤＵ ＵＣＩＴＳ
ＣＬＩＥＮＴＳ ＮＯＮ ＬＥＮＤＩＮＧ １５ ＰＣＴ ＴＲＥＡＴＹ ＡＣＣＯＵＮＴ
（常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サー
ビシズ・オペレーションズ部）

3,458 1.69

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８０６８４
（常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部） 3,133 1.53

（注）1. 当社は、自己株式11,276千株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
2. 持株比率は発行済株式の総数から自己株式を控除して計算しております。
3. 持株比率は小数点第3位を四捨五入して表示しております。
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株式の状況、新株予約権等の状況

　⑤　その他株式に関する重要事項
2025年5月13日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり自己株式を取得及び消却い

たしました。

ア．自己株式の取得
取得した株式の種類 普通株式
取得した株式の総数 3,251,000株
取得価額の総額 7,999,832,693円
取得期間 2025年5月14日から2025年10月31日まで

イ．自己株式の消却
消却した株式の種類 普通株式
消却した株式の総数 3,251,000株
（消却前の発行済株式総数に対する割合 1.48%）
消却日 2025年11月28日

(2) 新株予約権等の状況（2026年3月31日現在）
　該当事項はありません。
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会社役員の状況

会社における地位 氏　　名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 渡 辺 秀 一 グループコンプライアンス管掌
兼 株式会社メディセオ取締役相談役

代 表 取 締 役 副 社 長 長 福 恭 弘
医薬事業担当
兼 株式会社メディセオ代表取締役会長
兼 日医工株式会社社外取締役会長

専 務 取 締 役 依 田 俊 英
ＩＲ担当
兼 事業開発本部長
兼 ＪＣＲファーマ株式会社社外取締役
兼 JCR USA, Inc.取締役

常 務 取 締 役 左 近 祐 史
管理本部長 兼 ＣＳＲ委員会委員長
兼 株式会社アステック取締役
兼 株式会社ＰＡＬＴＡＣ取締役

取 締 役 渡 　 辺 　 紳 二 郎
システム・DX担当
兼 株式会社アトル代表取締役社長
兼 株式会社エムティーアイ・ヘルスケア・ホールディングス取締役

取 締 役 今 　 川 　 国 　 明 医薬事業副担当
兼 株式会社メディセオ代表取締役社長

取 締 役 吉 田 拓 也 化粧品・日用品、ＯＴＣ事業担当
兼 株式会社ＰＡＬＴＡＣ代表取締役社長

取 締 役 脇 田 英 充
アグロ・フーズ事業担当
兼 ＭＰ五協フード＆ケミカル株式会社代表取締役社長
兼 ＭＰアグロ株式会社取締役

社 外 取 締 役 加 々 美 　 光 　 子 加々美法律事務所 弁護士
兼 信越化学工業株式会社社外監査役

社 外 取 締 役 浅 野 敏 雄
旭化成株式会社特別顧問
兼 株式会社ダイセル社外取締役
兼 東京センチュリー株式会社社外取締役
兼 公益財団法人がん研究会理事長

社 外 取 締 役 昌 　 子 　 久 仁 子 神奈川県立保健福祉大学シニアフェロー

社 外 取 締 役 岩 本 　 洋 株式会社白洋舎社外監査役

(3) 会社役員の状況（2026年3月31日現在）
①　取締役及び監査役の状況
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会社役員の状況

会社における地位 氏　　名 担当及び重要な兼職の状況

常 勤 監 査 役 平 澤 利 夫 株式会社メディセオ監査役

常 勤 監 査 役 橋 田 一 夫 株式会社アステック監査役
兼 MPアグロ株式会社監査役

社 外 監 査 役 佐 貫 葉 子 ＮＳ綜合法律事務所所長 弁護士
兼 公益財団法人がん研究会監事

社 外 監 査 役 市 野 初 芳
青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教授
兼 総務省自治大学校税務専門課程非常勤講師
兼 税理士法人カノン所属税理士

社 外 監 査 役 三 津 家 　 正 　 之 サワイグループホールディングス株式会社社外取締役
兼 ＪＣＲファーマ株式会社社外監査役

（注）1. 社外取締役加々美光子氏、浅野敏雄氏、昌子久仁子氏及び岩本洋氏並びに社外監査役佐貫葉子氏、市野初芳氏及び三津家正之氏
につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として指定し届け出ております。

2. 常勤監査役平澤利夫氏及び橋田一夫氏は、当社の財務経理部門に長年在籍し、決算手続並びに財務諸表の作成等に従事し、財務
及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

3. 社外監査役市野初芳氏は、税理士の資格を有しており、現在、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教授として「アカウ
ンティング」「財務諸表論」「タックスプランニング」他の科目についての教鞭をとられているほか、総務省自治大学校税務専
門課程非常勤講師も務めるなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

4. 社外監査役三津家正之氏の兼職先であるＪＣＲファーマ株式会社は、当社の関連会社であり、当社グループとの間で、医薬品等
の仕入等に関する取引があります。

5. 社外取締役及び社外監査役のその他の重要な兼職先と当社との間に重要な取引その他の特別な関係はありません。
6. 社外監査役佐貫葉子氏の戸籍上の氏名は、板澤葉子であります。

②　責任限定契約の内容の概要
　当社は、各社外取締役及び各監査役との間で、会社法第427条第1項の規定による責任限
定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額
であります。

③　補償契約の内容の概要
当社は、2021年３月９日開催の取締役会において、会社補償基本方針を制定しておりま

す。当該方針では、会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第
2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。
　上記「①取締役及び監査役の状況」記載の各取締役及び各監査役は、その就任にあたって
当社との間で本方針に従った内容の補償について合意したものとみなすこととしておりま
す。
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④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用等の損害を当該保険契約に
より塡補することとしております。
　当該保険契約の被保険者は、当社及び当社子会社（孫会社を含み、上場子会社の株式会社
ＰＡＬＴＡＣ及びその子会社を除く）の取締役及び監査役であり、その保険料は、当社及び
当社子会社が全額負担しております。

⑤　取締役及び監査役の報酬等
当社は、2021年３月９日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係

る決定方針を定めております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容について、報酬等の

内容の決定方法や及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合して
いることや、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行ったうえで
答申されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は、以下のとおりであります。

ア．基本方針
　当社は、各役員が経営理念を実現し、企業価値向上と持続的成長に資するよう、その役割
と職責に相応しい報酬水準・体系とすることを基本方針とする。
　役員報酬は、基本報酬と賞与により構成し、報酬額は、世間水準、財務状況、従業員給与
とのバランスなどを考慮して決定する。
　なお、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ
レート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関として、任意の
「指名・報酬委員会」を設置する。

イ．金銭報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
金銭報酬（業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれでもないもの）は、月額固定の「基

本報酬」とし、役位に応じて支給する。
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ウ．業績連動報酬等に係る業績指標の内容及びその額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、「賞与」として毎年一定の時期に支給する金銭報酬とし、業務執行取

締役に対して業績を意識した経営を行うよう動機づけるため、各事業年度の業績（連結営業
利益）に応じて、取締役会において支給総額を決定し、これを役位別の基準に基づき配分す
る。

エ．非金銭報酬等の内容及びその額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、現時点では導入していないものの、従前より、中長期的な業績に連動し

たインセンティブとして、企業価値の向上に連動する「株式報酬」を導入する方向で検討を
進めており、指名・報酬委員会においても議論を重ねていくこととする。

オ．報酬等の種類毎の構成割合の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬は、月額固定の「基本報酬」、短期業績連動報酬の「賞与」により

構成し、その構成割合は、役位によって若干異なるものの、「賞与」の割合が概ね25％と
なることを基本とする。

なお、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、「基本報酬」のみとする。

カ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長に一任するものとす

る。ただし、代表取締役社長は、個人別の報酬額の原案について、指名・報酬委員会に諮問
し、その答申を得るものとする。

指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された３名以上の委員で構成し、委員
の過半数を社外取締役とし、委員長は社外取締役が務めるものとする。また、監査役も、オ
ブザーバーとして出席可能とする。
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役　員　区　分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる役員の

員数（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取　　締　　役
（うち社外取締役）

309
(57)

235
(57)

74
(ー)

ー
(ー)

13
(4)

監　　査　　役
（うち社外監査役）

86
(37)

86
(37)

ー
(ー)

ー
(ー)

6
(4)

合　　計 396 322 74 ー 19

⑥　当事業年度に係る取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

（注）1. 上表には、2025年6月25日開催の第116回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名及び社外監査役1名を含んでおりま
す。

2. 当事業年度においては、基本報酬については、2025年６月25日開催の取締役会において、当社内規に基づき役位に応じて支給する
こととしております。

3. 業務執行取締役に対して、業績を意識した経営を行うよう動機づけるため、業績連動報酬等として賞与を支給しております。
賞与は、当事業年度の業績（連結営業利益）を勘案し、指名・報酬委員会の答申を得て、2026年4月28日開催の取締役会において
決定しております。
当事業年度における連結営業利益率の実績は、1.4％であり、この場合、賞与の支給総額の上限は、250百万円以内となります。

4. 取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第97回定時株主総会において年額900百万円以内（ただし、使用人分給与は含まな
い。）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名です。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第97回定時株主総会において年額200百万円以内と決議いただいております。当該
定時株主総会終結時点の監査役の員数は６名（うち、社外監査役３名）です。
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出席状況、発言状況及び
期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 加々美　光　子

当事業年度中に開催された取締役会14回中13回に出席し（出席率93％）、弁護士
業務を通じて培われた豊富な経験及び企業法務の専門的な知識をもとに発言を行っ
ております。また、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会の委員として、
当社グループのコンプライアンスを継続的にモニタリングし、遵法精神に則った企
業風土を確立していくうえで有益なご意見、適切なご助言をいただいております。
加えて、指名・報酬委員会の委員として、コーポレートガバナンスの充実のために
有益なご意見、適切なご助言をいただいております。

取 締 役 浅　野　敏　雄

当事業年度中に開催された取締役会14回中13回に出席し（出席率93％）、会社の
経営に関与された豊富な経験と幅広い見識をもとに発言を行っております。また、
指名・報酬委員会の委員長として、コーポレートガバナンスの充実のためにご尽力
をいただいております。

取 締 役 昌　子　久仁子

当事業年度中に開催された取締役会14回全てに出席し（出席率100％）、薬事や臨
床開発に関する豊富な経験と幅広い見識をもとに発言を行っております。また、コ
ンプライアンス・リスクマネジメント委員会の委員として、当社グループのコンプ
ライアンスを継続的にモニタリングし、遵法精神に則った企業風土を確立していく
うえで有益なご意見、適切なご助言をいただいております。加えて、指名・報酬委
員会の委員として、コーポレートガバナンスの充実のために有益なご意見、適切な
ご助言をいただいております。

取 締 役 岩　本　　洋

当事業年度中に開催された取締役会14回全てに出席し（出席率100％）、金融業界
にて培った財務業務、人事業務の経験とその後の情報・通信業界における豊富なマ
ネジメント経験と幅広い見識をもとに発言を行っております。また、指名・報酬委
員会の委員として、コーポレートガバナンスの充実のために有益なご意見、適切な
ご助言をいただいております。

⑦　社外役員の当事業年度における主な活動状況
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出席状況、発言状況及び
期待される役割に関して行った職務の概要

監 査 役 佐　貫　葉　子

当事業年度中に開催された取締役会14回全てに出席し（出席率100％）、また当事
業年度中に開催された監査役会13回全てに出席し（出席率100％）、弁護士実務を
通じて培われた豊富な経験及び企業法務の専門的な知識等をもとに発言を行ってお
ります。また、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会のオブザーバーとし
て、当社グループのコンプライアンスを継続的にモニタリングし、遵法精神に則っ
た企業風土を確立していくうえで有益なご意見、適切なご助言をいただいておりま
す。加えて、指名・報酬委員会のオブザーバーとして、コーポレートガバナンスの
充実のために有益なご意見、適切なご助言をいただいております。

監 査 役 市　野　初　芳

当事業年度中に開催された取締役会14回全てに出席し（出席率100％）、また、当
事業年度中に開催された監査役会13回全てに出席し（出席率100％）、税理士実務
を通じて培われた豊富な経験及び経営のプロフェッショナルを育成する大学院教授
としての専門的な知識をもとに発言を行っております。また、コンプライアンス・
リスクマネジメント委員会のオブザーバーとして、当社グループのコンプライアン
スを継続的にモニタリングし、遵法精神に則った企業風土を確立していくうえで有
益なご意見、適切なご助言をいただいております。加えて、指名・報酬委員会のオ
ブザーバーとして、コーポレートガバナンスの充実のために有益なご意見、適切な
ご助言をいただいております。

監 査 役 三津家　正　之

2025年6月25日就任以降に開催された取締役会10回中9回に出席し（出席率
90％）、また、2025年6月25日就任以降に開催された監査役会10回中9回に出席
し（出席率90％）、会社経営に関与された豊富な経験と幅広い見識をもとに発言を
行っております。また、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会のオブザー
バーとして、当社グループのコンプライアンスを継続的にモニタリングし、遵法精
神に則った企業風土を確立していくうえで有益なご意見、適切なご助言をいただい
ております。加えて、指名・報酬委員会のオブザーバーとして、コーポレートガバ
ナンスの充実のために有益なご意見、適切なご助言をいただいております。
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報酬等の額（百万円）

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 100

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 348

(4) 会計監査人の状況（2026年3月31日現在）
①　名称　　　　有限責任 あずさ監査法人
②　報酬等の額

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区
分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており
ます。

2. 監査役会は、取締役、財務経理部門及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けるほか、前事業年度の監査計画及び監
査の遂行状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社
法第399条第1項の同意を行っております。

3. 当事業年度における上記報酬等の額以外に、前事業年度の監査に係る追加報酬の額が5百万円あります。

③　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状
況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合、もしくは監督官庁から監査業務停止処
分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来す事態が生じた場合には、株主総会に提出
する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要
　当社定款の責任限定契約に関する規定に基づき、当社が会計監査人と締結した責任限定契
約の内容の概要は次のとおりであります。
・会計監査人が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425

条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行につ

いて善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
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(5) 業務の適正を確保するための体制（2026年3月31日現在）
　当社は、会社法第362条第5項の規定に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制その他会社の業務並びに会社及び子会社から成る企業集団の業
務の適正を確保するための体制についての基本方針（内部統制システムの基本方針）を以下の
とおり定めております。
①　当社及び子会社の取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制
　当社は、事業展開の指標となる経営理念、経営方針を定めるほか、取締役会規則に定める
経営上の重要事項については取締役会において決定する。更に、その他の重要会議において
監査役の出席を求め、重要な決定についても日常的に監査役の監査を受ける。
　また、グループ会社においても同様の体制を整備する。併せて、グループ会社に関する諸
規程を制定し、重要事項の事前承認や報告を受けることにより、業務の適正を確保する。
　この内部統制の整備・充実を図るため、必要に応じ適宜に見直し、改善を図る。また、そ
の周知徹底によって経営の透明性と健全性を継続確保しながら、円滑な事業展開と収益確保
を通じ、企業価値を最大限に高めていくことをめざす。
②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　文書管理規程、情報管理規程、個人情報保護管理規程等の社内規程により、保存及び管理
（廃棄を含む）を適切に実施し、必要に応じて適宜に見直し等を行う。
③　当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　リスク管理体制については、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成
等を行い、その周知徹底を図る。
　当社グループにおいてリスクが現実化し、重大な影響が予測される場合は、予め任命され
たリスクマネジメント担当役員が主体的役割を担う。なお、反社会的勢力による経営活動へ
の関与については、リスクマネジメント担当役員のもと、対応する部門を定め、一元的に管
理することにより防止を徹底する。
　また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度への対応としては、各部
門において、内部統制の維持・整備機能を担い、更に、そのモニタリングを実施するための
権限を有した監査室を設け、グループ会社の内部監査部門との連携により、損失の危険を早
期に発見することに努める。
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④　当社及び子会社の取締役等の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
　組織関係の諸規程において、取締役及び執行役員の業務分掌や職務権限を明確にするとと
もに、業務を担当する部門を定め、効率的で適正な意思決定を行い、業務を執行する。
　また、取締役会において策定された当社グループの中期経営計画を踏まえて、年度の予算
編成や事業計画を定め、更にグループ会社の進捗状況を検証することにより、効率的に業務
を遂行する。
⑤　当社及び子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　社内規程を整備し、従業員等に対し周知徹底を図るとともに、監査・モニタリング体制を
整備することにより、業務の適正を確保する。
　また、当社グループでは、公益通報に関する窓口を社内及び社外に設置し、グループ内部
の問題を早期に発見することに努める。
⑥　当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社グループは、医療と健康、美を支える流通企業として、取り扱う商品や情報を提供し
続けることが社会的な責任であると認識し、阻害要因となるリスクを最小限にとどめ供給体
制を維持するため、当社及びグループ会社が一体となって、上記①項から⑤項までの業務の
適正を確保するための体制の構築、運用、整備に努める。
　また、当社グループでは、統一的な監査基準のもとに監査を行い、併せて財務報告に係る
内部統制についても同一方針をもって有効性評価を実施する。
　併せて、当社グループの経営理念を実現し続けるため、定期的な研修やCSR委員会の活動
を通して、従業員等に対して当社グループの社会的責任・法令遵守についての意識を啓発す
る。
⑦　監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
　監査役との充分な協議を行い、決定することとする。
　監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに決した場合には、当該補助使用人に関する
人事は、監査役会の同意を必要とし、業務執行にかかわる役職との兼務はしないものとす
る。
　また、当該補助使用人は、監査役の補助業務に専念することとし、会社は、当該補助使用
人に対して指揮命令を行わないものとする。
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⑧　当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役等及び使用人又はこれらの者から
報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
　会社が決定する重要な事項は、監査役に報告することとし、更に、監査室が行う監査の結
果、その他により会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは遅滞なく報
告する。
　また、グループ会社から報告を受けた重要な事項についても、都度報告をする。
　このほか、当社及び社外に設置している公益通報に関する窓口への通報内容についても、
定期的に報告する。
　上記にかかわらず、当社及びグループ会社の取締役及び使用人は、当社及びグループ会社
に重大な影響を及ぼす事項が生じた場合には、いつでも監査役に報告することができ、監査
役は、いつでも必要に応じて、当社及びグループ会社の取締役及び使用人に対して報告を求
めることができる。
　また、監査役へ報告した者に対して、当該報告をしたことを理由として人事上の制裁処分
その他の不利な取扱いを行わないものとする。
　更に、当社及びグループ会社の監査役は、定期的に連絡会議を開催し、相互に情報交換を
行うものとする。
⑨　当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の
執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査にかかる諸費用については、一定額の予算を確保するとともに、監査役がその職務の
執行について、費用の前払い等を請求したときは、所要額を支払うものとする。
⑩　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、当社を取り巻く重
要なリスク、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
　監査役から要請があった場合、監査室及び会計監査人は監査役との会合等により連携を図
ること、また、会社の重要会議へ監査役が出席すること、更に、監査室及び管理部門は、監
査役の補助を行うことなど、監査役の監査が実効的に行われる体制を確保する。
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(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要（2026年3月31日現在）
　当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりで
あります。
①　取締役の職務執行の効率性の確保のための取組み
　取締役会は、当事業年度中に14回開催し、法令等に定められた事項や経営上の重要事項に
ついて審議し、決定しております。取締役会では、議長が率先して、他の取締役及び監査役
との自由闊達で建設的な議論・意見交換に取り組んでおり、意思決定及び監督の実効性が確
保されていると考えております。
②　コンプライアンスに対する取組み
　当社グループでは、当社の代表取締役社長が「グループコンプライアンス管掌」の任にあ
たり、経営トップが自ら率先して、コンプライアンス経営を推進しております。
　また、組織的かつ継続的に取り組んでいくため、社長の直轄組織として、「コンプライア
ンス統括室」を設置し、グループ全体に対するさらなるコンプライアンスの強化を図ってお
ります。
　加えて、当社グループのコンプライアンス及びリスクマネジメントを継続的にモニタリン
グしていくことを目的として、「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」を設置
し、改善と継続に向けた、指導、助言、監督を行うこととしています。同委員会は、取締役
会の諮問機関として、グループコンプライアンス管掌を委員長とし、医療用医薬品等卸売事
業の営業経験のある業務執行取締役、社外取締役を交えた構成としております。また、監査
役などもオブザーバーとして参加し、さまざまなアドバイスをいただくことで、より実効性
の高いモニタリングを行っております。
③　リスク管理に対する取組み
　当社グループは、リスク管理体制として、実施基準、基本計画（年次）を策定のうえ研修
を行い、リスクの低減及びリスクマネジメントプロセスの推進に努めております。
　このほか、ＣＳＲ委員会、内部統制委員会、情報管理委員会を設置し、リスク発生の未然
防止策を審議検討することにより、適切なリスクコントロールに取り組んでおります。
④　監査役の監査の実効性の確保のための取組み
　監査役は、取締役会、グループ社長会をはじめ、重要な社内会議に出席するほか、取締
役、社内関係部門及び会計監査人との定期的な会合等を通じて意思疎通及び情報交換を図
り、業務の執行状況を確認しており、監査の実効性が確保されていると考えております。
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⑤　グループにおける業務の適正を確保するための取組み
　当社のグループ会社は、当社と一体となって、内部統制システムを構築、運用、整備して
おり、グループ会社の重要事項については、当社に対し、事前協議や報告を行うことによ
り、業務の適正が確保されていると考えております。

(7) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、既存事業の安定的成長に資する戦略投資のみならず、特に重点事業と位置付けた
「新規事業」、「医療機器・試薬事業」及び「アグロ・フーズ事業」に経営資源を集中的に投
下することで、企業価値の持続的向上に努めております。
　その利益配分につきましては、原則として「２０２７中期ビジョンに掲げた成長投資に伴い
発生するのれん償却費・無形資産償却費控除前の利益に対する配当性向を安定的に維持・向上
させる」ことと併せ、資金需要を総合的に見極めながら、資本効率の向上と株主の皆さまへの
一層の利益還元を目的とした「自己株式の取得・消却」を弾力的に実施する方針です。
　これにより2023年３月期から2027年３月期の５年間累計で、２０２７中期ビジョンに掲げ
た成長投資に伴い発生するのれん償却費・無形資産償却費控除前の利益に対して総株主還元性
向40％の実現を図ってまいります。
　当期の期末配当金につきましては、上記の方針及び当期の財務状況等を勘案の上、1株につ
き２円増額の34円とさせていただきました。すでに2025年12月2日に実施ずみの中間配当金
1株につき32円と合わせまして、年間配当金は1株につき66円となります。
　当社は、今後も業績向上と株主価値の増大に努めてまいります。
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連結計算書類

連結貸借対照表（2026年3月31日現在） （単位：百万円）

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
顧 客 関 連 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
退 職 給 付 に 係 る 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

1,371,025
289,073
12,119
795,729
190,396
69,794
13,953
△41

550,977
261,837
101,881
30,740
117,174
5,992
6,048

37,458
12,341
15,131
8,289
1,696

251,680
212,459

123
3,714
14,445
21,527
△589　

流 動 負 債 1,068,041
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 984,534
未 払 法 人 税 等 17,193
賞 与 引 当 金 8,320
そ の 他 57,992

固 定 負 債 58,561
繰 延 税 金 負 債 37,231
再評価に係る繰延税金負債 813
退 職 給 付 に 係 る 負 債 12,677
そ の 他 7,839

負 債 合 計 1,126,603
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 584,052
資 本 金 22,398
資 本 剰 余 金 100,106
利 益 剰 余 金 484,985
自 己 株 式 △23,437

その他の包括利益累計額 68,119
その他有価証券評価差額金 75,186
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 29
土 地 再 評 価 差 額 金 △13,518
為 替 換 算 調 整 勘 定 3,002
退職給付に係る調整累計額 3,419

新 株 予 約 権 1
非 支 配 株 主 持 分 143,225

純 資 産 合 計 795,399

資 産 合 計 1,922,002 負 債 純 資 産 合 計 1,922,002
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連結損益計算書（2025年4月1日から2026年3月31日まで） （単位：百万円）

科　　目 金　　額
売 上 高 3,817,354
売 上 原 価 3,556,366
売 上 総 利 益 260,987
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 207,804
営 業 利 益 53,182

営 業 外 収 益
受 取 利 息 234
受 取 配 当 金 3,140
情 報 提 供 料 収 入 8,729
不 動 産 賃 貸 料 2,987
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 3,907
投 資 事 業 組 合 運 用 益 4,329
そ の 他 2,091 25,422

営 業 外 費 用
支 払 利 息 13
不 動 産 賃 貸 費 用 2,429
そ の 他 438 2,881
経 常 利 益 75,723

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 20
投 資 有 価 証 券 売 却 益 21,347
そ の 他 481 21,849

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 200
減 損 損 失 670
の れ ん 償 却 額 9,543
投 資 有 価 証 券 評 価 損 529
事 業 構 造 改 善 費 用 4,554
そ の 他 228 15,727
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 81,844
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 29,413
法 人 税 等 調 整 額 △709 28,703
当 期 純 利 益 53,141
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 10,606
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 42,534
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連結株主資本等変動計算書（2025年4月1日から2026年3月31日まで） （単位：百万円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 22,398 100,010 463,071 △22,193 563,286
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △13,225 △13,225
親会社株主に帰属する当期純利益 42,534 42,534
自 己 株 式 の 取 得 △8,001 △8,001
自 己 株 式 の 処 分 0 0 0
自 己 株 式 の 消 却 △6,757 6,757 －
利 益 剰 余 金 か ら
資 本 剰 余 金 へ の 振 替 6,757 △6,757 －

非 支 配 株 主 と の 取 引 に
係 る 親 会 社 の 持 分 変 動 95 95

連 結 範 囲 の 変 動 484 484
連結子会社と非連結子会社との
合 併 に 伴 う 変 動 161 161

持分法適用関連会社の子会社に
対 す る 持 分 変 動 △1,283 △1,283

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）
当 期 変 動 額 合 計 － 95 21,914 △1,244 20,765
当 期 末 残 高 22,398 100,106 484,985 △23,437 584,052

その他の包括利益累計額
新株
予約権

非支配
株主持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 66,060 △37 △13,518 2,646 1,126 56,277 1 138,381 757,947
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △13,225
親会社株主に帰属する当期純利益 42,534
自 己 株 式 の 取 得 △8,001
自 己 株 式 の 処 分 0
自 己 株 式 の 消 却 －
利 益 剰 余 金 か ら
資 本 剰 余 金 へ の 振 替 －

非 支 配 株 主 と の 取 引 に
係 る 親 会 社 の 持 分 変 動 95

連 結 範 囲 の 変 動 484
連結子会社と非連結子会社との
合 併 に 伴 う 変 動 161

持分法適用関連会社の子会社に
対 す る 持 分 変 動 △1,283

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 9,126 66 － 355 2,293 11,842 － 4,844 16,686

当 期 変 動 額 合 計 9,126 66 － 355 2,293 11,842 － 4,844 37,452
当 期 末 残 高 75,186 29 △13,518 3,002 3,419 68,119 1 143,225 795,399

－ 37 －
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貸借対照表

計算書類

貸借対照表（2026年3月31日現在） （単位：百万円）

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

その他の関係会社有価証券

関 係 会 社 出 資 金

匿 名 組 合 出 資 金

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

そ の 他　

56,794

49,198

355

825

6,414

314,385

5,853

249

5,449

154

6,569

5,942

627

301,962

96,954

182,739

1,686

3,032

10,959

4,479

2,111　

流 動 負 債 6,894
未 払 金 1,568
未 払 法 人 税 等 4,593
未 払 消 費 税 等 201
賞 与 引 当 金 198
そ の 他 332

固 定 負 債 20,846
繰 延 税 金 負 債 20,511
資 産 除 去 債 務 103
そ の 他 231

負 債 合 計 27,741

（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 290,477
資 本 金 22,398
資 本 剰 余 金 133,372
資 本 準 備 金 133,372

利 益 剰 余 金 158,144
利 益 準 備 金 1,795
そ の 他 利 益 剰 余 金 156,348
繰 越 利 益 剰 余 金 156,348

自 己 株 式 △23,437
評 価 ・ 換 算 差 額 等 52,961
その他有価証券評価差額金 56,683
土 地 再 評 価 差 額 金 △3,722

純 資 産 合 計 343,438

資 産 合 計 371,180 負 債 純 資 産 合 計 371,180

－ 38 －
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損益計算書

損益計算書（2025年4月1日から2026年3月31日まで） （単位：百万円）

科　　目 金　　額

営 業 収 入

事 業 投 資 収 入 1,640

経 営 管 理 料 8,999

関 係 会 社 受 取 配 当 金 20,295

不 動 産 賃 貸 収 入 269 31,204

営 業 費 用

事 業 投 資 原 価 1,182

不 動 産 賃 貸 原 価 284

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 12,723 14,190

営 業 利 益 17,014

営 業 外 収 益 6,711

営 業 外 費 用 547

経 常 利 益 23,177

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 18,319 18,319

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 317

関 係 会 社 株 式 評 価 損 18,653

そ の 他 336 19,306

税 引 前 当 期 純 利 益 22,190

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 6,943

法 人 税 等 調 整 額 △754 6,188

当 期 純 利 益 16,002

－ 39 －



2026/05/21 21:18:11 / 25301825_株式会社メディパルホールディングス_招集通知

株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2025年4月1日から2026年3月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本
剰余金合計 利益準備金

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金
当 期 首 残 高 22,398 133,372 － 133,372 1,795 160,328 162,124
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △13,225 △13,225
当 期 純 利 益 16,002 16,002
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 0 0
自 己 株 式 の 消 却 △6,757 △6,757
利 益 剰 余 金 か ら
資本剰余金への振替 6,757 6,757 △6,757 △6,757
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 － － － － － △3,980 △3,980
当 期 末 残 高 22,398 133,372 － 133,372 1,795 156,348 158,144

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計自己株式 株主資本

合計
その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △22,193 295,701 53,103 △3,722 49,381 345,083
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △13,225 △13,225
当 期 純 利 益 16,002 16,002
自 己 株 式 の 取 得 △8,001 △8,001 △8,001
自 己 株 式 の 処 分 0 0 0
自 己 株 式 の 消 却 6,757 － －
利 益 剰 余 金 か ら
資本剰余金への振替 － －

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 3,580 － 3,580 3,580

当 期 変 動 額 合 計 △1,244 △5,224 3,580 － 3,580 △1,644
当 期 末 残 高 △23,437 290,477 56,683 △3,722 52,961 343,438

－ 40 －
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連結会計監査報告

監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 武　久　善　栄
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 御　厨　健太郎
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 今　井　仁　子

独立監査人の監査報告書
2026年5月12日

株式会社メディパルホールディングス
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社メディパルホールディングスの2025年４月１日か
ら2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
株式会社メディパルホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
　連結注記表の「重要な後発事象に関する注記」に記載されているとおり、会社は、2026年５月11日開催の取締役
会において、連結子会社である株式会社ＰＡＬＴＡＣの完全子会社化を目的として、同社の普通株式を金融商品取引
法に基づく公開買付けにより取得することを決議した。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する
ことにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 41 －
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連結会計監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結
計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び
査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ
ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容につい
て報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以　上

－ 42 －
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会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 武　久　善　栄
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 御　厨　健太郎
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 今　井　仁　子

独立監査人の監査報告書
2026年5月12日

株式会社メディパルホールディングス
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社メディパルホールディングスの2025年４月
１日から2026年３月31日までの第117期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当
該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
　個別注記表の「重要な後発事象に関する注記」に記載されているとおり、会社は、2026年５月11日開催の取締役
会において、連結子会社である株式会社ＰＡＬＴＡＣの完全子会社化を目的として、同社の普通株式を金融商品取引
法に基づく公開買付けにより取得することを決議した。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する
ことにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告

－ 43 －
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ
ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容につい
て報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 44 －



2026/05/21 21:18:11 / 25301825_株式会社メディパルホールディングス_招集通知

監査役会監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第117期事業年度における取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける

ほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、監査

室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査
を実施いたしました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社
については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の
報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第
100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告
を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取
締役等及び有限責任 あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を
「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説
明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告

－ 45 －
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関

する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事
項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常 勤 監 査 役 平　澤　利　夫 ㊞
常 勤 監 査 役 橋　田　一　夫 ㊞
社 外 監 査 役 佐　貫　葉　子 ㊞

（戸籍名 板　澤　葉　子 ）

社 外 監 査 役 市　野　初　芳 ㊞
社 外 監 査 役 三津家　正　之 ㊞

　2026年5月13日

株式会社メディパルホールディングス 監査役会

　
以　上

－ 46 －
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